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は　し　が　き

　近年の社会保険労務士試験は、基本事項から応用・難問レベルの
問題まで、幅広く出題される傾向にあります。特に、「選択式試験」
においてその傾向が強くみられ、多くの受験生の合否を左右するの
が、この「選択式」での得点如何によるといえるでしょう。
　社会保険労務士試験の出題範囲は非常に広く、すべてを把握する
ことは不可能に近いので、効率よく学習する必要があります。その
ためにはまず多くの受験生が得点してくるであろう問題を必ず押さ
えておくことが大事になります。
　「選択対策」と銘打った本書は、過去の社会保険労務士試験に繰
り返し出題された条文や、今後出題可能性の高い条文を、本試験の
出題形式に合わせた選択式問題で解くことにより実践的な力が身に
つくように構成しています。また、各条文を押さえたうえで、そこ
から派生する関連事項についても取り上げ、択一式問題の対策とし
ても十分に活用できるように配慮しています。
　本書の利用方法に沿って、受験生の皆さんが効率的な学習をさ
れ、合格の栄冠を勝ち取られることを心よりお祈り申し上げます。

ＴＡＣ社会保険労務士講座
教材制作チーム一同

　本書は、平成28年10月15日現在において、公布され、かつ、平成29年本
試験実施要綱が発表されるまでに施行されることが確定しているものに基
づいて問題を作成しております。
　なお、平成28年10月16日以降に法改正のあるもの、また法改正はなされ
ているが施行規則等で未だ細目について定められていないものについては、
平成29年２月上旬より、下記ホームページにて改正情報を順次公開いたし
ます。

TAC出版書籍販売サイト「サイバーブックストア」
https://bookstore.tac-school.co.jp/
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「合格のツボ 選択対策」の特長
　本書は、社労士試験合格の「ツボ」となる重要条文等を集めた問
題集です。各法律科目とも項目ごとの見開き２ページの構成をとっ
ており、問題と関連知識がコンパクトにまとめられていますので、
スムーズな学習が可能です。

⑴　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならな

いことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
⑵　使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を

に拘束する手段によって、労働者の意思に反して て
はならない。
⑶　最高裁判所の判例では、「労働基準法７条が、特に、労働者に
対し における公民としての権利の行使及び公の職務の執行
を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の
承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒
解雇に附する旨の就業規則の条項は、労働基準法の規定の趣旨に
反し、 のものと解すべきである」としている。

①　労働者　　②　使用者　　③　労働者及び使用者
④　不当　　　⑤　違法　　　⑥　労働関係の当事者
⑦　適法　　　⑧　有効　　　⑨　妥当　　　⑩　無効
⑪　正当　　　⑫　強行　　　⑬　労働を強制し
⑭　強制して労働させ　　　　⑮　酷使し
⑯　労働させ　　　　　　　　⑰　労働時間中
⑱　労働契約期間中　　　　　⑲　休憩時間中
⑳　年次有給休暇の期間中

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ

選択肢

労働憲章 1

4

労働基準法

1 ／

2 ／

3 ／

チェック欄

進捗チェック
労基 安衛 労災 雇用 労一

�4

合格者も大絶賛!!　
　「合格のツボ」は、毎年多くの受験生にご利用いただいており、大変好
評をいただいております。ここで、TAC社労士講座を受講し、見事合格
されたかたからの声※をご紹介します！

帰宅後にWeb講義を受講し、空いた時間
に合格のツボで問題演習をするという形
が基本でした。選択対策は、試験会場
にも持ち込み、最終確認に活用しました。

法律の勉強が初めてでしたので、最初
は条文の意味を理解するのに苦労しま
したが、合格のツボは、そんなときの
科目ごとの重点学習に役立ちました。

★重点的に重要事項が確認できる!! ★本試験会場でも活躍！

進捗チェック
　この進捗チェックは、５
問で１マス進みます。この
マスにしたがって、１日１
マス分進めていくことを目
標に問題を解き進めていく
とよいでしょう。
　また、全体でどれくらい
進んだかもこのメーターを
見れば把握することができ
るので、モチベーションの
維持にもなります。

チェック欄
　解いた日付を書き込むス
ペースもあります。知識の
定着には繰り返し学習が不
可欠です。各問、３回解く
ことを目標に学習を進めて
いきましょう。

※ 第₄₇回の本試験を受験された方で、当該年度のTAC社会保険労務
士講座の本科生を受講された方にご協力いただいたアンケート結
果から抜粋掲載させていただきました。
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⑴　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならな

いことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
⑵　使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を

に拘束する手段によって、労働者の意思に反して て
はならない。
⑶　最高裁判所の判例では、「労働基準法７条が、特に、労働者に
対し における公民としての権利の行使及び公の職務の執行
を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の
承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒
解雇に附する旨の就業規則の条項は、労働基準法の規定の趣旨に
反し、 のものと解すべきである」としている。

①　労働者　　②　使用者　　③　労働者及び使用者
④　不当　　　⑤　違法　　　⑥　労働関係の当事者
⑦　適法　　　⑧　有効　　　⑨　妥当　　　⑩　無効
⑪　正当　　　⑫　強行　　　⑬　労働を強制し
⑭　強制して労働させ　　　　⑮　酷使し
⑯　労働させ　　　　　　　　⑰　労働時間中
⑱　労働契約期間中　　　　　⑲　休憩時間中
⑳　年次有給休暇の期間中

Ａ

Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ

選択肢

労働憲章 1

4

労働基準法

1 ／

2 ／

3 ／

チェック欄

進捗チェック
労基 安衛 労災 雇用 労一

�4

法1条2項、
法5条、法7条、
最二小昭和38.
6.21十和田観光
電鉄事件

根拠条文等Ａ ▶ ⑥　労働関係の当事者
Ｂ ▶ ④　不当
Ｃ ▶ ⑬　労働を強制し
Ｄ ▶ ⑰　労働時間中
Ｅ ▶ ⑩　無効

1 ．「労働関係の当事者」とは、労働者及び使用者のほか、労働組合、
使用者団体をも含む。これは、労働条件が個々の労働者及び使用者
で決定される場合だけでなく、労働組合及び使用者団体によって決
定される場合があるため、これらの団体についても労働基準法に定
める最低労働基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨
を規定したものである。
2 ．問題文⑵のいわゆる「強制労働の禁止」の規定は、労働を強制す
ることを禁止したものであり、労働者が実際に労働しなくても、当
該強制をしたことだけで罰則が適用される。したがって、「⑭強制
して労働させ（てはならない）」と労働をさせたことを罰則の適用
の要件とする語句は、不適切である。
3 ．問題文⑶は、「制裁罰としての懲戒

4 4

解雇に附する」旨の定めを無
効と解した判例であり、「普通解雇に附する」旨の定めを無効と解
したものではないことに留意する必要がある。

・法2条では、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場におい
て決定すべきものである」とし、個々の労働者が使用者と実質的に
対等の立場で労働条件を決定すべきことを基本理念として掲げてい
る。

解 答

おぼえとるかい？

5

労働基準法

労  

基

健保 国年 厚年 社一

 5

Step-Up! アドバイス
　最後にアドバイスとして

「ここまで押さえておけば
安心」という趣旨で、関連
事項を細部にわたり挙げて
あります。択一対策として
も活用できるでしょう。

おぼえとるかい？
　各条文のポイント、関連
して覚えておくべき事項や
選択式として出題される可
能性のある関連条文などを
載せてあります。
　択一対策としても活用で
きますので、確実に記憶し
てください。

赤シート
　「赤シート」が付いています。２色刷りですので、赤シ
ートを利用して解答部分を隠しながら学習することができ
ます。スキマ時間を活用した学習にも絶大な効果を発揮し
ます。

 ⑥　労働関係の当事者

効果 的な 活用法 ★「書き取り」のススメ
　社労士試験の学習内容は、覚える言葉や、似たようなフレーズが多く、テキ
ストをただ読むだけでも最初は辛いと思われる方も多いでしょう。そんなとき
は、１日５問の書き取りが効果を発揮します。
　まずは白い紙を用意し、問題文全体を書き取りしていきましょう。空欄に入
る言葉は、解答を見ながらどんどん書いていきます。書き
取り作業をすることで、隅から隅まで条文の文章を見るこ
とになるので、重要語句や独特なフレーズがスムーズにイ
ンプットされるようになります。書いているうちに、条文
の複雑な言い回しも、抵抗感なく読めるようになります。 v



TACのツボに強力アイテムが登場！

　巻末には、学習状況をしっかり整理していただくために「解きな
おシール」を用意しました。復習のさいの目印をつけるためのツー
ルとして、活用してください。
　間違えてしまった問題でも、判断すべき知識が足りずにミスして
しまったものなのか、うっかりミスなのか、いつも間違えるミスな
のか、原因をしっかり把握しておくことが重要です。

『解きなおシール』の活用法

※切り取るさいの損傷についてのお取り替えはご遠慮願います。

切り取り線に沿って
ハサミやカッターで
カットしましょう。
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★シールは次の３段階！

うっかりミス！（黄）
論点となるキーワードを見落としてしまったなど、うっか
り間違えてしまった問題にチェック！

冷静な判断をすれば解けるはずです。社労士試
験は数多くの問題を限られた時間で解かなけれ
ばならないため、ケアレスミスは命取りになり
ます。このミスは必ず撲滅しましょう。

よくやるミス！（ピンク）
繰り返し学習の過程で見えてくるミスです。
１回目はできたのに２回目は間違えてしまった、毎回毎回
できていないなどの問題にチェック！

何度やってもできない問題は、何度も何度も繰
り返して理解して克服するのです。このミスを
しっかり対策すれば、一歩先の段階に進めるで
しょう。得点アップの重要なキーとなる問題と
いえるでしょう。

本気でミス！（青）
初見のために、判断材料がきちんとインプットされていな
いことから間違えてしまった問題にチェック！

ここをマスターすれば、知識の幅は必ず広がり
ます。最初はすべてできなくてもかまいませ
ん。本試験の日までに確実にマスターできるよ
う、チェックしておきましょう。
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⑴　労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、
は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならな

いことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
⑵　使用者は、暴行、脅迫、監禁その他 を不当に拘束する手
段によって、労働者の意思に反して てはならない。
⑶　最高裁判所の判例では、「労働基準法７条が、特に、労働者に
対し における公民としての権利の行使及び公の職務の執行
を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の
承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を

に附する旨の就業規則の条項は、労働基準法の規定の趣旨
に反し、無効のものと解すべきである」としている。

①　減給　　　　　②　酷使し　　　　　③　休憩時間中
④　労働者　　　　⑤　懲戒解雇　　　　⑥　生存権
⑦　使用者　　　　⑧　出勤停止　　　　⑨　普通解雇
⑩　財産権　　　　　　　　⑪　労働者及び使用者
⑫　労働を強制し　　　　　⑬　精神又は身体の自由
⑭　労働契約期間中　　　　⑮　職業選択の自由
⑯　労働時間中　　　　　　⑰　強制して労働させ
⑱　労働させ　　　　　　　⑲　労働関係の当事者
⑳　年次有給休暇の期間中

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

Ｅ

選択肢

労働憲章 1

4

労働基準法

1 ／

2 ／

3 ／

チェック欄
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法1条2項、
法5条、法7条、
最二小昭和38.
6.21十和田観光
電鉄事件

根拠条文等Ａ ▶ ⑲　労働関係の当事者
Ｂ ▶ ⑬　精神又は身体の自由
Ｃ ▶ ⑫　労働を強制し
Ｄ ▶ ⑯　労働時間中
Ｅ ▶ ⑤　懲戒解雇

1 ．「労働関係の当事者」とは、労働者及び使用者のほか、労働組合、
使用者団体をも含む。これは、労働条件が個々の労働者及び使用者
で決定される場合だけでなく、労働組合及び使用者団体によって決
定される場合があるため、これらの団体についても労働基準法に定
める最低労働基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨
を規定したものである。
2 ．問題文⑵のいわゆる「強制労働の禁止」の規定は、労働を強制す
ることを禁止したものであり、労働者が実際に労働しなくても、当
該強制をしたことだけで罰則が適用される。したがって、「⑰強制
して労働させ（てはならない）」と労働をさせたことを罰則の適用
の要件とする語句は、不適切である。
3 ．問題文⑶は、「制裁罰としての懲戒

4 4

解雇に附する」旨の定めを無
効と解した判例であり、「普通解雇に附する」旨の定めを無効と解
したものではないことに留意する必要がある。

・法２条では、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場におい
て決定すべきものである」とし、個々の労働者が使用者と実質的に
対等の立場で労働条件を決定すべきことを基本理念として掲げてい
る。

解 答

おぼえとるかい？

5
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⑴　労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所（以下「事業」という。）に使用される者で、 をいう。

⑵　労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他
その事業の労働者に関する事項について、 をいう。具体的
に「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の
をいい、その認定は、各事業において、労働基準法各条の義務に
ついて に一定の権限を与えられているか否かによる。
⑶　労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び につ
いては、適用しない。

①　短時間労働者　　　　　②　責任者　　　③　執行者
④　独立行政法人の職員　　⑤　代表者　　　⑥　補助者
⑦　賃金を支払われる者　　⑧　実質的　　　⑨　包括的
⑩　日本国籍を有する者　　⑪　一般的　　　⑫　形式的
⑬　賃金により生活する者　　　　　　　⑭　家事使用人
⑮　労働者の指揮監督に当たる者　　　　⑯　報酬を得る者
⑰　事業主に対し利益を供与する者　　　⑱　船員
⑲　労働者の管理若しくは監督を行う者
⑳　事業主のために行為をするすべての者

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

選択肢

労働基準法の適用 2

6

労働基準法

1 ／

2 ／

3 ／

チェック欄
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法9条、法10条、
法116条2項、
昭和22.9.13発基
17号

根拠条文等Ａ ▶ ⑦　賃金を支払われる者
Ｂ ▶ ⑳　事業主のために行為をするすべての者
Ｃ ▶ ②　責任者
Ｄ ▶ ⑧　実質的
Ｅ ▶ ⑭　家事使用人

1 ．労働基準法は、原則として、事業の種類、規模等に関係なく、労
働者が使用されるすべての事業又は事務所に適用される。
2 ．同居の親族であっても、次の要件を満たす場合には、労働基準法
上の労働者として取り扱う。
　① 　常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であること
　② 　事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
　③ 　就労の実態（労働時間管理、賃金の決定等）が他の労働者と同
様になされ、賃金もこれに応じて支払われていること

3 ．家事使用人とは、家事一般に従事している者をいう。
　・ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令
の下で家事一般に従事している者

　　→家事使用人に該当する→労働基準法が適用されない
　・ 個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その
指揮命令の下に当該家事を行う者

　　→家事使用人に該当しない→労働基準法が適用される

・日本国内で行われる事業又は事務所であれば、外国人経営の会社や
外国人労働者についても労働基準法は適用される。ただし、法令又
は条約に特別の定めがある場合（外交官等）は除かれる。

解 答

おぼえとるかい？
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使用者は、労働契約の締結に際し、労働基準法第15条第１項の規
定により明示すべき次の①から⑥に掲げる事項については、⑤の

に関する事項を除き、書面の交付により明示しなければなら
ない。
①　労働契約の に関する事項
②�　期間の定めのある労働契約を 場合の基準に関する事項
（期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了
後に当該労働契約を 場合があるものの締結の場合に限る。）

③　就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④�　 、 労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働
者を２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関す
る事項
⑤�　賃金（退職手当等を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃
金の締切り及び支払の時期並びに に関する事項
⑥　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

①　期間の定めのない労働契約にする　　②　安全及び衛生
③　所定労働時間を超える　　④　賞与　　　⑤　期間
⑥　始業及び終業の時刻　　　⑦　更新　　　⑧　深夜
⑨　法定労働時間を超える　　⑩　効力　　　⑪　昇給
⑫　所定労働日以外の　　　　⑬　不履行　　⑭　労働時間
⑮　更新する　　⑯　配置転換　　　⑰　最低賃金額
⑱　解約する　　⑲　教育訓練　　　⑳　更新しない

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｃ

Ｄ Ｅ

Ａ

選択肢

労働条件の明示 3
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3 ／

チェック欄

進捗チェック

�8

労基 安衛 労災 雇用 労一



法15条1項、
則5条

根拠条文等Ａ ▶ ⑪　昇給
Ｂ ▶ ⑤　期間
Ｃ ▶ ⑮　更新する
Ｄ ▶ ⑥　始業及び終業の時刻
Ｅ ▶ ③　所定労働時間を超える

1 ．労働基準法15条1項の規定に基づき明示された労働条件が事実と
相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除するこ
とができる。
2 ．上記1．の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解
除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な
旅費を負担しなければならない。

・書面により明示すべき労働条件については、当該労働者に適用され
る部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付すること
としても差し支えない。
・派遣元の使用者は、派遣先が労働基準法に基づく責任を負うべき労
働時間、休憩、休日等に関する事項を含めて、労働条件を明示する
必要がある。

解 答

おぼえとるかい？
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⑴　使用者は、労働者が 負傷し、又は疾病にかかり療養のた
めに休業する期間及びその後 日間並びに産前産後の女性が
労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後
日間は、解雇してはならない。ただし、①使用者が、同法第81条
の規定によって を支払う場合又は②天災事変その他やむを
得ない事由のために事業の となった場合においては、この
限りでない。
⑵　上記但書②の場合においては、その事由について行政官庁（所
轄労働基準監督署長）の を受けなければならない。

①　付加金　　　　　　　②　打切補償
③　休業手当　　　　　　④　解雇予告手当
⑤　継続が困難　　　　　⑥　業務上又は通勤により
⑦　継続が不可能　　　　⑧　業務外の事由により
⑨　運営に支障が生じること　　　　　⑩　業務上
⑪　運営に著しい支障が生じること　　⑫　通勤により
⑬　14　　　⑭　30　　　⑮　60　　　⑯　180
⑰　認可　　⑱　許可　　⑲　承認　　⑳　認定

Ａ
Ｂ

Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

選択肢

解雇制限 4

10

労働基準法
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2 ／

3 ／

チェック欄
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法19条、則7条
根拠条文等Ａ ▶ ⑩　業務上

Ｂ ▶ ⑭　₃₀
Ｃ ▶ ②　打切補償
Ｄ ▶ ⑦　継続が不可能
Ｅ ▶ ⑳　認定

【解雇予告】
　使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30
日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者
は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、①天
災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
場合又は②労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合において
は、この限りでない。
　上記①及び②の場合においては、その事由について行政官庁（所轄
労働基準監督署長）の認定を受けなければならない。
【解雇予告の規定の適用除外】
　解雇予告の規定は、次の①～④のいずれかに該当する労働者には適
用しない。ただし、それぞれ次表右欄の期間を超えて引き続き使用さ
れるに至った場合においては、この限りでない。

適用除外 使用された期間
① 日日雇い入れられる者 1箇月
② 2箇月以内の期間を定めて使用される者

所定の期間（労働契約
等で定めた契約期間）③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて

使用される者
④ 試の使用期間中の者 14日

解 答

おぼえとるかい？
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⑴　労働者が、退職の場合において、 、業務の種類、その事
業における地位、賃金又は退職の事由（退職の事由が解雇の場合
にあっては、その理由を含む。）について証明書を請求した場合
においては、使用者は、 これを交付しなければならない。
⑵　使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げるこ
とを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは

に関する通信をし、又は上記⑴の証明書に秘密の記号を記
入してはならない。
⑶　使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、 の請
求があった場合においては、 賃金を支払い、積立金、保証
金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金
品を返還しなければならない。

①　直ちに　　　　②　速やかに　　　　　③　遅滞なく
④　７日以内に　　⑤　14日以内に　　　　⑥　10日以内に
⑦　30日以内に　　⑧　退職の日までに　　⑨　職務内容
⑩　使用期間　　　⑪　勤務実績　　　　　⑫　賞罰
⑬　債権者　　　　⑭　権利者　　　　　　⑮　行政官庁
⑯　労働者又は労働者の親族　　　　　　　⑰　犯罪歴
⑱　金銭債務　　　⑲　労働組合運動　　　⑳　病歴

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｅ

選択肢

退職時の証明・金品の返還 5
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労働基準法

1 ／

2 ／

3 ／

チェック欄

進捗チェック

�11

労基 安衛 労災 雇用 労一



法22条1項、4
項、法23条1項

根拠条文等Ａ ▶ ⑩　使用期間
Ｂ ▶ ③　遅滞なく
Ｃ ▶ ⑲　労働組合運動
Ｄ ▶ ⑭　権利者
Ｅ ▶ ④　₇日以内に

1．解雇理由の証明書
　 　労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、
当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者
は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告
がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合
においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを
要しない。
2 ．上記1．及び問題文⑴の証明書には、労働者の請求しない事項を
記入してはならない。
3 ．上記1．の証明書についても問題文⑵の通信等の禁止の規定が適
用される。

・問題文⑶の場合において、賃金又は金品に関して争があるときは、
使用者は、異議のない部分を、７日以内に支払い、又は返還しなけ
ればならない。

解 答

おぼえとるかい？
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⑴　労働基準法第14条第２項に基づき定められた有期労働契約の締
結、更新及び雇止めに関する基準（以下「雇止めに関する基準」
という。）では、「使用者は、期間の定めのある労働契約（当該契
約を 以上更新し、又は雇入れの日から起算して 継続
勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新し
ない旨明示されているものを除く。）を更新しないこととしよう
とする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日
前までに、 ならない。」とされている。
⑵　有期労働契約の雇止めに関する裁判例を見ると、契約の形式が
有期労働契約であっても、⒜反復更新の実態や契約締結時の経緯
等により、 的には期間の定めのない契約と異ならないもの
と認められた事案、⒝ 的に期間の定めのない契約とは認め
られないものの契約更新についての労働者の が合理的なも
のと認められた事案、⒞格別の意思表示や特段の支障がない限り
当然更新されることを前提として契約が締結されていると認めら
れ、 上雇用継続の特約が存在すると言い得る事案、があり、
使用者は、こうした事案では解雇に関する法理の類推適用等によ
り雇止めの可否を判断するとの判例法理（雇止め法理）があり、こ
れが労働契約法第19条に規定されたことに留意しつつ、法令及び
雇止めに関する基準に定められた各事項を遵守すべきものである。

①　その予告をしなければ　　　　　　②　１年以上
③　その者の意見を聴かなければ　　　④　１年を超えて
⑤　その者の同意を得なければ　　　　⑥　３年以上
⑦　解雇予告手当を支払わなければ　　⑧　３年を超えて
⑨　実質　　⑩　１回　　⑪　外見　　⑫　２回
⑬　期待　　⑭　心理　　⑮　名目　　⑯　希望
⑰　３回　　⑱　適性　　⑲　５回　　⑳　意欲

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ
Ｄ

Ｅ

Ｄ

選択肢

有期労働契約に関する規制 6
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チェック欄
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法14条2項、
平成24.10.26
厚労告551号、
平成25.3.28基発
0328第6号

根拠条文等Ａ ▶ ⑰　₃回
Ｂ ▶ ④　₁年を超えて
Ｃ ▶ ①　その予告をしなければ
Ｄ ▶ ⑨　実質
Ｅ ▶ ⑬　期待

【雇止めに関する基準（抜粋）】
1 ．使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契
約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなけ
ればならない。
2 ．上記1．の場合において、使用者が当該契約を更新する場合があ
る旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新す
る場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 ．使用者は、期間の定めのある労働契約（当該契約を1回以上更新
し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している
者に係るものに限る。）を更新しようとする場合においては、当該
契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り
長くするよう努めなければならない。

・行政官庁は、雇止めに関する基準に関し、有期労働契約を締結する
使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
・雇止めに関する基準は、有期労働契約の契約期間の満了に伴う雇止
めの法的効力に影響を及ぼすものではない。

解 答

おぼえとるかい？
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⑴　賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、法令に
別段の定めがある場合又は がある場合においては、賃金の

を して支払うことができる。
⑵　最高裁判所の判例では、「退職後の同業他社への就職をある程
度の期間制限する退職金規則が直ちに社員の職業の自由等を不当
に拘束するものとは認められない場合に、その制限に反して同業
他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考
慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定め
ることも、当該退職金が な性格を併せ有することにかんが
みれば、合理性のない措置であるとすることはできない」として
いる。
⑶　最高裁判所の判例では、「賞与の受給権の取得につき当該支給
日に在籍することを要件とする慣行は、その内容において不合理
なものということはできず、労働者がその存在を認識してこれに
従う意思を有していたかどうかにかかわらず、 として当該
労働者に対しても効力を有するものというべきであるから、［中
略］退職した後を支給日とする賞与については受給権を有しない」
としている。

①　公序　　②　相殺　　　③　功労報償的　　④　労働協約
⑤　１割　　⑥　全部　　　⑦　任意恩恵的　　⑧　労使協定
⑨　恒例　　⑩　充当　　　⑪　後払賃金的　　⑫　就業規則
⑬　一部　　⑭　控除　　　⑮　生活保障的　　⑯　労働契約
⑰　減給　　⑱　経験則　　⑲　全部又は一部
⑳　事実たる慣習

Ａ
Ｂ Ｃ

Ｄ

Ｅ

選択肢

賃金 7
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チェック欄
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法24条1項、最
二小昭和52.8.9
三晃社事件、
最一小昭和60.
11.28京都新聞
社事件

根拠条文等Ａ ▶ ⑧　労使協定
Ｂ ▶ ⑬　一部
Ｃ ▶ ⑭　控除
Ｄ ▶ ③　功労報償的
Ｅ ▶ ⑳　事実たる慣習

１．賃金
　 　労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如
何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのも
のをいう。
２．賃金支払の５原則とその例外
　①　通貨払の原則・直接払の原則・全額払の原則と例外
　　 　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければな
らない。

　　 　ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚
生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省
令で定めるものによる場合（労働者の同意を得て行う口座振込等）
においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定め
がある場合又は労使協定がある場合においては、賃金の一部を控
除して支払うことができる。

　②　毎月１回以上払の原則・一定期日払の原則と例外
　　 　賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければな
らない。

　　 　ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの
で厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

解 答

おぼえとるかい？

17

労働基準法

労  

基

�17

健保 国年 厚年 社一



⑴　使用者は、労働者が出産、疾病、 その他厚生労働省令で
定める の場合の費用に充てるために請求する場合において
は、支払期日前であっても、 を支払わなければならない。
⑵　出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用
者は、 に応じ の保障をしなければならない。

①　賃金の全額　　　②　対象家族の介護　　　③　業務量
④　請負金額　　　　⑤　当該請求する額　　　⑥　出来高
⑦　子の養育　　　　⑧　臨時　　⑨　緊急　　⑩　災害
⑪　労働時間　　　　⑫　公務　　⑬　非常　　⑭　急迫
⑮　既往の労働に対する賃金　　　⑯　一定額の賃金
⑰　平均賃金の６割以上の賃金　　⑱　当該費用の額
⑲　平均賃金に相当する額　　　　⑳　通常の労働時間の賃金

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ

選択肢

非常時払・出来高払制の保障給 8
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1 ／
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3 ／

チェック欄
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法25条、法27条
根拠条文等Ａ ▶ ⑩　災害

Ｂ ▶ ⑬　非常
Ｃ ▶ ⑮　既往の労働に対する賃金
Ｄ ▶ ⑪　労働時間
Ｅ ▶ ⑯　一定額の賃金

1 ．問題文⑴の「非常の場合」とは、労働者又は労働者の収入によっ
て生計を維持する者が、次のいずれかに該当する場合である。
　①　出産
　②　疾病
　③　災害
　④　結婚
　⑤　死亡
　⑥　やむを得ない事由による1週間以上にわたる帰郷
2 ．問題文⑵の「出来高払制の保障給」は、労働時間に応じて

4 4 4 4 4 4 4 4

一定額
の賃金を保障するものなので、労働者が労働をしない場合には、当
該保障給を支払う必要はない。

解 答

おぼえとるかい？

・出来高払制その他の請負制で使用する労働者を使用者の責に帰すべ
き事由により休業させた場合には、使用者は、「出来高払制の保障給」
を支払う必要はないが、「休業手当」を支払わなければならない。
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